
【資料２】 

脳卒中事案の救急搬送状況と課題の検討について 

 

令和８年３月９日 

鳥取県救急搬送高度化推進協議会事務局 

 

１ 実績 【令和７年４月１日～令和８年１月末まで】 

（１）脳卒中区分搬送件数〔傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準による救急搬送状況〕 

区分 細分類 東部消防局 中部消防局 西部消防局 

④脳卒中 ④－１血栓回収療法適応 ３０ ３３ ８９ 

④－２その他 １４７ ７９ ２７５ 

 

（２）④-１血栓回収療法適応の分類基準に基づいて搬送した事案の搬送先医療機関 

医療機関リスト 東部消防局 中部消防局 西部消防局 

一次脳卒中センター（PSC） ３０ ２９ ８２ 

PSC以外のリスト内医療機関 ０  ４ 

リスト外の医療機関 ０ ４ ３ 

 

（３）④-２その他の分類基準に基づいて搬送した事案の搬送先医療機関 

医療機関リスト 東部消防局 中部消防局 西部消防局 

一次脳卒中センター（PSC） １０７ ７７ ２３０ 

PSC以外のリスト内医療機関 ４０ １ ４３ 

リスト外の医療機関 ０ １ ２ 

 

２ 各消防局からの意見 

 ・東部 MCとして「ELVOスコア評価チェックリスト」（【資料２－２】参照）を作成し、管内医療

機関と共通の用紙として運用している。県統一の様式の予定はあるか。 

 

３ 検討内容 

（１）観察基準の運用について 

 ・血栓回収療法適応となる LVOスケールの陽性数（３項目/６項目） 

 ・血栓回収療法適応となる発症からの時間（１２時間以内） 

   脳卒中事案の搬送件数は、改正前の搬送実施基準「脳血管障害」の件数（【資料２－３】参

照）と大きな差はなく、救急隊による運用に支障はないと考えられる。 

   

（２）病院への伝達方法 

用紙を用いて LVOスケールの結果等を病院に伝達することについて 

（例）東部消防局：ELVOスコア評価チェックリストの使用（【資料２－２】参照） 

   中部消防局：搬送確認書へ LVOスケール記入欄を追加 

 

（３）統計調査の継続 

  今回と同様の統計調査を来年度も継続する。 

 

（４）その他 

 

 

令和７年４月に、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」の脳卒中に関する観察基

準、分類基準及び医療機関リストを改正した。 

 運用開始後の各消防局の実施状況と御意見を以下のとおり取りまとめました。 

運用状況等を踏まえた見直しを行っていくための検討をします。 


